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助
成
業
務

高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
に
か
か
る�

会
計
処
理

　

私
学
事
業
団
を
通
じ
て
、
国
か
ら
大

学
に
授
業
料
等
減
免
費
交
付
金
が
交
付

さ
れ
ま
し
た
。
会
計
処
理
は
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ�　

令
和
２
年
４
月
よ
り
、
し
っ
か
り
と
し

た
進
路
へ
の
意
識
や
進
学
意
欲
が
あ
れ

ば
、
家
庭
の
経
済
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
大

学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修

学
校
に
進
学
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
を
確
保
で

き
る
よ
う
、
高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制

度
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

�　

会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
と
お

り
、
文
部
科
学
省
よ
り
事
務
連
絡
「
高
等

教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
説
明
会
に
お
け

る
お
問
合
せ
と
回
答
に
つ
い
て
（
追
加
連

絡
）」（
令
和
元
年
11
月
25
日
）
が
発
出
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

�　

国
か
ら
私
立
大
学
等
を
設
置
す
る
学
校

法
人
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る

費
用
に
充
て
ら
れ
る
た
め
の
資
金
の
交
付

（
注
）
は
「（
大
科
目
）
補
助
金
（
収
入
）」、

「（
小
科
目
）
国
庫
補
助
金
（
収
入
）」
に

計
上
し
、
減
免
額
を
「（
大
科
目
）
教
育

Q

経　
営　
実　
務　
Ｑ
＆
Ａ

学
校
法
人
か
ら
、
私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
会
計
処
理
に

関
す
る
質
問
を
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
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３
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Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

研
究
経
費
（
支
出
）」、「（
小
科
目
）
奨
学

費
（
支
出
）」
に
計
上
し
て
い
た
だ
く
も

の
と
考
え
ま
す
。

　

�

（
注
）
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学

校
に
つ
い
て
は
「
授
業
料
等
減
免
費
交
付

金
」
の
費
目
で
私
学
事
業
団
を
通
じ
て
、

専
修
学
校
に
つ
い
て
は
「
授
業
料
等
減
免

費
負
担
金
」
の
費
目
で
都
道
府
県
を
通
じ

て
交
付
す
る
。

　

�　

学
校
法
人
に
お
い
て
、
本
来
、
授
業
料

１
０
０
の
と
こ
ろ
修
学
支
援
新
制
度
等
に

よ
り
30
減
免
す
る
場
合
の
会
計
処
理
に
つ

い
て
、
表
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

�　

な
お
、（
小
科
目
）
奨
学
費
（
支
出
）
は
、

他
の
奨
学
費
（
支
出
）
と
は
区
分
し
て
、

高
等
教
育
の
修
学
支
援
新
制
度
に
基
づ
く

減
免
額
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
な
小

科
目
名
を
設
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（
学

校
法
人
会
計
基
準
別
表
第
一
及
び
第
二

（
注
）１
、
小
科
目
に
つ
い
て
は
、
適
当
な

科
目
を
追
加
し
、
又
は
細
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
）。

表　新制度と従来の法人独自で設けている学費免除、また高等学校の就学支援制度との違い

制度
従来の学費免除 高等教育の修学支援新制度 高等学校の就学支援制度

成績優秀・スポーツ特待 大学・短期大学・
高等専門学校 専修学校 高等学校

行政が支援
す る 相 手 － 法人 法人 生徒

（便宜上、法人経由）

給付の名称 授業料等減免費交付金 授業料等減免費負担金 高等学校等就学支援金

計算書

収入

大）学生生徒等納付金（収入） 大）学生生徒等納付金（収入）大）学生生徒等納付金（収入） 大）学生生徒等納付金（収入）

　小）授業料（収入）� 100 　小）授業料（収入）� 100 　小）授業料（収入）� 100 　小）授業料（収入）� 100

大）補助金（収入） 大）補助金（収入）

　小）国庫補助金（収入）� 30 　小）地方公共団体補助金（収入）� 30

支出
大）教育研究経費（支出） 大）教育研究経費（支出） 大）教育研究経費（支出）

　小）奨学費（支出）� 30 　小）奨学費（支出）� 30 　小）奨学費（支出）� 30

特記事項

収入計が大きくなるので、過
去からの推移を分析できなく
なることに注意すること。

都道府県より別途指導・助言
がある場合はそれに従うこと。
収入計が大きくなるので、過
去からの推移を分析できなく
なることに注意すること。

［生徒から先に減免後の授業
料を徴収する場合］
高等学校等就学支援金は先
に預り金に計上し、授業料の
納付期限がきた時点で授業
料に振り替える。
［生徒から授業料を先に全額
徴収する場合］
高等学校等就学支援金は預り
金に計上し、生徒に返還する。




